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十長
告

日
本
に
お
け
る
法
の
下
の
平
等

佐
々
木

雅

寿

は
じ
め
に

二
0
0
八
年
六
月
川

H
、
最
日
裁
判
所
は
、
憲
法
一
四
条
が
規
定
す
る
法
の
卜
の
ヤ
等
に
関
す
る
重
要
な
退
憲
判
決
を
下
し
た
(
以
ド
「
六

月
川
け
判
決
」
ー
と
い
う
。
)
。
こ
の
判
決
で
最
高
裁
は
、
①
国
籍
法
一
一
条
一
取
は
憲
法
一
川
条
一
項
に
違
反
し
、
②
L
L

土
日
人
は
進
憲
部
分
を
除

い
た
川
尻
の
規
定
に
よ
り
日
本
国
約
を
取
得
し
た
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
、
と
判
示
し
た
c

前
者
は
、
法
令
が
憲
法
一
四
条
に
違

反
す
る
か
台
か
を
判
断
す
る
方
法
に
と
っ
て
、
ま
た
、
後
苫
は
、
干
等
権
を
侵
合
さ
れ
た
個
人
の
権
利
救
済
の
方
法
と
、
人
権
紋
消
に
関
す

る
裁
判
所
と
国
会
の
関
係
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
な
志
義
を
持
ち
う
る
つ

北法:i9UJ・172)2480



そ
こ
で
、
本
稿
は
、
憲
法
一
四
条
が
規
定
す
る
法
の
い
t

の
干
等
に
関
し
て
、
六
月
四
日
口
判
決
を
ふ
ま
え
て
、
ま
ず
、
憲
法
が
判
助
走
す
る
干

等
権
の
内
容
を
確
認
し
、
次
に
、
近
年
円
本
に
お
い
て
も
議
論
が
活
発
化
し
つ
つ
あ
る
ア
ブ
ナ

l
マ
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
と
憲
法
一
四
条

と
の
関
係
を
採
る
。
最
後
に
、
平
行
権
を
伝
害
さ
れ
た
者
に
対
す
る
裁
判
所
に
よ
る
支
効
的
救
済
方
法
ー
と
し
て
利
前
付
与
の
拡
大
や
合
憲
補

充
解
釈
の
可
能
性
に
つ
い
て
検
討
す
る
c

そ
の
際
、
裁
判
所
と
凶
会
の
閃
係
の
在
り
方
に
つ
い
て
も
考
察
を
加
え
、
日
本
に
お
け
る
違
憲
審

査
制
度
の
活
件
化
の
叫
能
件
を
採
る
。

日
木
同
憲
法
が
規
定
す
る
法
の
下
の
平
等

l 

憲
法
の
諸
胤
定

法の卜の平等と刑事規制に関する H仏比較

憲
法
は
、
平
等
権
お
よ
び
平
等
原
則
の
徹
民
化
を
図
る
た
め
、
以
卜
の
よ
う
な
諸
規
定
を
用
意
す
る
υ

す
な
わ
ち
、

一
四
条
一
頃
で
、
法

の
下
の
で
等
の
基
本
原
則
を
胤
定
し
、

そ
れ
に
続
い
て
、
個
別
的
規
ー
江
ー
と
し
て
、
貴
族
制
度
の
廃
止
(
一
川
条
一
項
)
、
栄
典
に
と
も
な
う

特
権
の
品
川
止
(
四
条
三
以
)
、
普
通
選
挙
の
般
原
則
(
立
条
一
清
明
)
、
ハ
喧
挙
人
の
資
供
の
平
等
(
川
川
条
)
、
夫
婦
の
川
権
と
向
性
の

本
質
的
干
等
(

一
四
条
)
、
教
育
の
機
会
均
等
(
二
六
条
)
を
そ
れ
ぞ
れ
川
崎
正
す
る
。
も
っ
と
も
、
世
襲
の
天
皇
制
は
憲
法
f

口
身
が
認
め
た

平
等
原
則
の
例
外
と
い
え
る
。

2 

害
Z

法
一
四
条
反
の
意
味
桐
対
的
平
等

(
I
)
学
説

憲
法
一
凶
条
一
項
は
、
「
す
べ
て
国
民
は
、
法
の
卜
に
平
等
で
あ
っ
て
、
人
種
、
信
条
、
件
別
、
社
会
的
身
分
又
は
門
地
に
よ
り
、
政
治
的
、

北法SD(S.ln)2481
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経
消
的
又
は
社
会
的
関
係
に
お
い
て
、
差
別
さ
れ
な
い
。
」
と
規
定
す
る
つ
憲
法
が
保
障
す
る
平
等
は
、
絶
対
的
平
等
で
は
な
く
、
相
対
的

平
等
で
あ
る
と
斜
解
き
れ
て
い
る
た
め
、
法
的
区
別
に
「
ム
円
斜
的
県
由
」
が
あ
れ
ば
平
等
権
の
似
害
は
な
い
と
き
れ
る
。
そ
の
た
め
、
憲
法

「
台
理
的
区
別
」
と
憲
法
が
禁
止
す
る
「
不
合
理
な
差
別
」
と
を
判
別
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
点
、

般
的
に
は
、
「
民
、
γ
工

上
許
さ
れ
る

主
義
な
い
し
個
人
、
土
義
の
理
念
に
照
ら
し
て
不
台
理
と
考
え
ら
れ
る
理
由
に
よ
る
茅
別
」
が
で
止
さ
れ
る
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
の
「
氏
ム
丁
、
土
義

的
合
理
性
」
と
い
う
某
牟
は
抽
象
的
で
あ
り
、
具
体
的
な
事
件
で
違
憲
か
台
憲
か
を
判
断
す
る
際
に
は
十
分
機
能
す
る
基
準
と
は
「
一
円
い
難
い
。

そ
こ
で
、
近
年
で
は
、
「
先
天
的
に
決
定
さ
れ
る
条
件
ゃ
い
以
惣
・
信
条
に
某
つ
い
て
、
法
的
に
異
な
っ
た
取
扱
い
を
す
る
こ
と
は
、
と
の
よ

う
な
権
利
・
利
訴
に
つ
い
て
で
あ
れ
、
原
則
と
し
て
憲
法
上
禁
止
さ
れ
る

『
差
別
』
と
み
な
す
べ
き
」
と
い
う
考
え
方
が
有
力
で
あ
る
。

2
)
判
例

円
耐
尚
裁
も
、
憲
法
一
四
条
が
規
定
す
る
ギ
等
を
相
対
的
平
等
と
理
解
す
る
コ
人
月
四
円
判
決
の
多
数
意
見
は
、
「
憲
法
一
川
条
一
項
は
、

事
柄
の
性
質
に
即
応
し
た
合
理
的
な
根
拠
に
茶
づ
く
も
の
で
な
い
限
り
、
法
的
な
主
別
的
取
扱
い
を
禁
什
す
る
町
四
日
で
あ
る
」
と
説
示
し
、

続
け
て
、
川
川
給
を
と
の
よ
う
に
定
め
る
か
に
つ
い
て
は
、
立
法
府
の
裁
量
判
断
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
は
い
る
が
、
国
会
が
定
め
る
同
給
取
符
要

件
の
法
的

μ別
が
、
「
ム
円
理
的
理
府
の
な
い
ぷ
別
的
取
扱
い
と
な
る
と
き
は
、
憲
法
一
四
条
一
項
注
反
の
問
題
を
牛
ず
る
」
と
し
、
具
体
的

は

か
か
る
法
的
区
別
の

「!止法

H
的
に
ム
円
刑
判
的
な
根
拠
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
、

λ
は
そ
の
具
体
的
な
ド
別
と
上
記
の
立
法

U
的
と
の

問
に
合
用
的
関
連
性
が
一
認
め
ら
れ
な
い
場
ム
ど
に
は
、
主
該
区
別
は
、
憲
法
川
条
一
項
に
造
反
す
る
と
判
が
し
た
。

3 

半
l

苛
権
侵
合
の
違
憲
審
育
基
準

(
1
)
尚
了
説

北法:i9UJ・174)2482 



近
年
の
憲
法
学
説
は
、
あ
る
法
的
区
別
が
合
憲
か
ヴ
か
を
判
断
す
る
遺
書
五
審
査
慕
準
を
具
体
的
に
画
定
す
べ
く
努
力
し
て
い
る
つ
学
説
は
、

憲
法
一
川
条
一
項
後
段
が
、
歴
史
的
に
宵
在
し
た
不
合
理
な
差
別
事
由
で
あ
る
、
「
人
種
、
信
条
、
性
別
、
社
会
的
身
分
又
は
門
地
」
に
よ

一
般
的
に
、
彼
段
の
列
挙
ポ
尚
は
、
前
段
が
規
定
す
る
平
等
原
則
の
内
容
を
例
示
的

り
主
芹
別
さ
れ
な
い
と
規
ど
し
て
い
る
こ
と
に
省
円
し
、

に
あ
げ
た
も
の
で
あ
る
が
、
後
段
列
挙
事
由
に
恭
づ
く
差
別
は
、
個
人
の
尊
厳
に
反
し
、
違
憲
の
疑
い
が
強
い
、
と
考
え
る
c

具
体
的
に
は
、

①
列
挙
事
由
に
某
づ
く
法
的
区
別
は
不
合
理
な
菜
別
と
し
て
違
憲
件
が
推
定
さ
れ
る
、
②
列
挙
事
闘
に
基
づ
く
法
的
区
別
の
合
憲
件
を
判
断

です
あ r る
る f際

ぺii
す、、

しょ
り

具
仕取

前予
J 

15主
川 i主
f 甘

丘
三{秦

雲を

審円
升て ， • 
17 る
量、

常③
伝法
問的
し
亡区

別
はの

す金

三躍
の乞
列 芸
タ?と b三

事 T
仁口 ，~ 

己世IJ

原 G
511 1: 
〆の
し手

て 1E
時只

中古干F

E誌
を 1E
Yえ只
ぼ伴

す古

品5

肢
は
り
番
斉
を
原
則
と
し
つ
つ
、
性
別
だ
け
は
中
間
的
審
台
(
厳
格
な
ム
門
理
性
の
基
準
)
を
用
い
る
と
す
る
立
場
、
さ
ら
に
、
列
半
事
山
の
う

ち
、
性
別
社
会
的
身
分
に
は
巾
間
的
審
ん
は
が
妥
ψ
l
L
、
そ
れ
以
外
は
厳
終
審
杏
が
妥
当
す
る
と
す
る
I

止
場
に
分
か
れ
る
υ

法の卜の平等と刑事規制に関する H仏比較

一
四
条
頃
後
段
の
列
挙
事
由
が
例
示
的
な
も
の
と
解
す
る
た
め
、
列
挙
さ
れ
た
事
由
以
外
の
差
別
事
山
に
基

づ
く
法
的
ド
別
等
に
対
し
て
と
の
よ
う
な
違
憲
審
査
基
準
で
陥
む
べ
き
か
と
い
う
問
題
に
刻
し
て
は
、
主
に
二
つ
の
対
応
が
あ
る
。
第
は
、

ま
た
、
学
説
が
般
に

列
挙
ポ
山
以
外
の
「
生
ま
れ
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
条
件
」
に
基
づ
く
法
的
区
別
も
、
列
挙
事
由
に
恭
づ
く
場
合
と
同
様
の
対
応
を
す
べ
き

で
あ
る
と
す
る
止
場
で
あ
る
。
第
二
の
対
出
は
、
「
四
条
は
他
の
憲
法
の
条
文
と
休
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
か
ら
、
精

神
的
白
山
や
選
、
羊
権
の
よ
う
に
憲
法
卜
優
越
し
た
仙
他
を
有
す
る
人
権
を
侵
常
す
る
尤
別
の
場
合
に
も
厳
格
な
審
査
基
準
が
必
要
と
さ
れ
よ
う
」

と
い
う
考
え
で
あ
る
c

こ
れ
ら
の
山
中
714叫
を
ふ
ま
え
る
と
、
心
一
四
条
一
度
後
段
の
列
挙
事
由
に
基
づ
く
法
的
い
別
、
③
列
挙
事
由
以
外
の
先

天
的
に
決
定
さ
れ
る
条
件
に
某
づ
く
法
的

μ別
、
必
需
じ
法
上
優
越
し
た
悩
値
を
有
す
る
人
権
を
似
害
す
る
茅
別
に
対
し
て
は
、

よ
り
厳
格
な

ム
番
育
基
準
が
適
用
さ
れ
、
③
そ
れ
以
外
の
場
合
に
は
合
理
性
の
基
準
が
適
用
さ
れ
る
、

と
い
う
の
が
今
日
の
学
説
の
一
般
的
な
六
場
で
あ
る

と
い
、
え
よ
、
つ
つ

北法SD(;;.li'J) 2483 
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2
)
判
例

一
川
条
項
役
段
の
列
挙
事
由
は
例
-
小
的
な
も
の
で
あ
る
と
の
立
場
を
と
り
、
ま
た
、
退
憲
審
査
基
準
と
し
て
は
よ
口
県

性
の
基
準
」
を
採
川
す
る
。
し
か
し
、
最
高
裁
が
採
川
す
る
「
合
期
性
の
基
準
」
の
厳
格
皮
に
は
一
定
の
附
が
あ
る
。
例
え
ば
、
非
嫡
山

最
高
裁
は

了
の
相
続
分
を
嫡
出
子
の
相
続
分
の
一
一
分
の
と
規
定
す
る
民
法
九
む
の
条
四
号
但
存
は
憲
法
四
条
に
違
反
し
な
い
と
判
示
し
た
一
九
九

4
年
(
平
成
七
年
)
最
高
裁
決
定
の
多
数
玄
凡
は
、
川
一
民
法
九

C
C条
凶
口
勺
刊
存
の
法
定
相
続
分
の
{
疋
め
は
、
遺
一
口
に
よ
る
相
続
分
の
指

定
等
が
な
い
場
合
等
に
お
い
て
、
補
充
的
に
機
能
す
る
胤
定
で
あ
る
こ
と
、
一
ぬ
相
続
制
度
を
ど
の
よ
う
に
定
め
る
か
は
立
法
府
の
合
刑
判
的
な

裁
量
判
断
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
強
訓
し
、
「
本
件
規
定
に
お
け
る
摘
出
了
と
非
嫡
山
川
子
の
法
定
相
続
分
の
区
別
は
、
そ
の
?
止
法
見

由
に
ム
門
用
的
な
恨
拠
が
あ
り
、

か
っ
、
そ
の
区
別
が
右
ヤ
法
川
崎
由
と
の
関
連
で
誼
し
く
不
ム
門
用
な
も
の
で
な
く
、

い
ま
だ
リ
法
府
に
与
、
λ
ら

れ
た
ム
円
即
的
な
裁
H
E
判
断
の
限
界
を
超
え
て
い
な
い
と
訟
め
ら
れ
る
限
り
、
ム
門
即
的
理
由
の
な
い
差
別
と
は
い
え
ず
、
こ
れ
を
産
法
一
四
条

取
に
反
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
判
が
し
た
ロ
こ
こ
で
は
、
立
法
裁
量
を
尊
重
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
山
法
目
的
と
子
段

の
関
連
防
に
関
し
て
は
著
し
い
不
合
理
性
が
な
い
限
り
違
憲
ー
と
し
な
い
と
い
う
、
実
質
的
に
は
、
通
常
の
合
理
院
の
基
小
よ
り
も
緩
や
か
な

基
キ
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
c

そ
れ
に
対
L
、

ハ
月
四
円
判
決
の
多
数
音
斤
見
は
、
国
籍
の
定
め
方
に
つ
い
て
の
リ
法
府
の
裁
量
を
重
視
す
る
姿
勢
を
示
し
つ
つ
も
、

国
絡
が
「
我
が
同
に
お
い
て
廿
柄
本
的
人
権
の
保
防
」
守
を
受
け
る
上
で
「
窓
昧
を
持
つ
重
要
な
法
的
地
位
」

で
あ
る
こ
と
と
、
本
件
で
問
題

と
な
っ
た
法
的
区
分
が
、
父
母
の
婚
畑
に
よ
り
前
山
川
了
た
る
身
分
を
取
得
す
る
か
合
か
と
い
う
「
了
に
と
っ
て
は
白
ら
の
立
思
や
努
力
に
よ
っ

て
は
変
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
」
事
制
に
よ
る
町
内
別
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
「
こ
の
よ
う
な
事
柄
を
も
っ
て
日
本
国
籍
取
得
の
要
件
に

関
し
て
区
別
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
に
台
理
的
な
瑚
由
が
あ
る
か
ヴ
か
に
つ
い
て
は
、
慎
重
に
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
」
と
判
小
し
た
。

こ
の
部
分
か
ら
、
最
高
裁
は
、
⑨
人
権
保
障
等
の
よ
で
意
味
を
も
っ
重
要
な
法
的
地
位
に
対
す
る
差
別
的
効
果
と
、
③
自
ら
の
意
思
ゃ
努
力

北法:i9UJ・176)2484
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に
よ
っ
て
は
交
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
由
に
某
づ
く
法
的
区
別
と
い
う
二
つ
の
要
素
を
重
憶
し
て
、
実
質
的
に
は
、
通
常
の
台
理
性
の
基

準
よ
り
も
厳
し
い
サ
ホ
ホ
を
用
い
て
違
憲
判
決
を
ー
し
た
と
解
さ
れ
る
。
六
月
四
け
判
決
が
今
後
の
判
例
理
論
を
ど
の
よ
う
に
リ
ー
ド
す
る

の
か
、
注
目
に
値
し
よ
う
。

憲
法
一
同
条
と
ア
フ
ア
|
マ
テ
ィ
プ
・
ア
ク
シ
ョ
ン

l 

形
式
的
平
等
(
機
会
の
で
等
)
と
実
質
的
で
等
(
結
果
の
ギ
守
)

I 

一
般
的
学
説

憲
法
が
保
障
す
る
干
等
が
形
式
的
平
手
な
の
か
実
質
的
平
等
な
の
か
に
つ
い
て
、
有
力
な
学
説
は
以
下
の
i

リ
場
を
と
る
。
す
な
わ
ち
、
川
一

法の卜の平等と刑事規制に関する H仏比較

円
本
凶
憲
法
に
は
、
形
式
的
平
等
と
実
質
的
平
等
の
両
ん
の
要
請
が
含
ま
れ
て
い
る
、
一
②
し
か
し
、
憲
法
一
四
条
の
規
定
は
、
な
に
よ
り
も

形
式
的
平
等
を
保
障
し
た
も
の
で
あ
る
、
③
結
果
の
小
平
等
を
完
全
に
解
消
す
る
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
口
自
の
理
念
と
阿
立
し
な
い
、
小
池

U

実
質
的
干
等
の
要
求
は
相
対
的
限
度
内
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
実
現
は
、
な
に
が
実
質
的
平
体
J

と
川
町
ば
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
か
と
い
う
問
題

も
含
め
て
、
第
一
義
的
に
は
社
会
権
条
居
、
に
託
さ
れ
た
課
題
で
あ
り
、
結
局
は
立
法
に
よ
っ
て
実
況
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
、
(
切
少
な
く

と
も
裁
判
胤
範
の
蛍
昧
に
お
い
て
は
、
憲
法
川
条
の
規
定
か
ら
実
質
的
ヤ
等
の
袋
詰
は
直
終
に
導
か
れ
る
性
質
の
も
の
で
は
な
い
、
お
憲

法
一
四
条
は
、
第
義
的
に
形
式
的
半
生
7
を
保
附
し
て
お
り
、
た
だ
、
実
質
的
で
等
の
到
念
か
ら
く
る
こ
の
相
対
化
の
要
請
を
相
当
の
程
度

ま
で
受
存
す
る
こ
と
を
予
定
し
た
規
主
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
c

こ
の
点
、
浦
部
教
ほ
は
、
「
4
4
平
に
結
果
を
同
じ
に
す
る
」
「
徹
底
的
な
結
果
の
平
手
」
と
、
「
『機
会
の
干
等
'
を
実
質
的
に
僻
保
す
る
」

実
質
的
形
式
的
平
等
と
を
区
別
し
て
、
憲
法
に
お
け
る
ギ
等
の
観
念
が
形
式
的
平
等
か
ら
実
質
的
平
等
へ
転
換
し
た
と
は
い
え
、
憲
法
が
前

北法5D(5 -1 i7) 2485 
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W

げ
す
る
実
質
的
干
等
の
内
科
は
実
質
的
形
式
的
干
等
で
あ
る
と
理
解
す
る
。
た
だ
、
浦
部
教
授
は
そ
れ
に
続
い
て
、
「
も
ち
ろ
ん
、
そ
う
は
い
つ

て
も
、
何
人
の
門
厳
と
い
う
憲
法
の
基
本
的
前
提
か
ら
い
え
ば
、
人
間
と
し
て
生
き
て
い
く
た
め
の
ギ
リ
ギ
リ
の
と
こ
ろ
ま
で
は
、
結
果
に

つ
い
て
も
等
し
く
保
障
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
、
こ
ん
に
ち
に
お
け
る
支
質
的
平
等
の
観
念
に

『結
果
の
で
等
'
ー
と
い
う
観
点
が
全
然
は
い

り
込
ん
で
い
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
じ
こ
う
し
た
、
実
質
的
干
等
の
飢
念
は
、
日
本
国
憲
法
に
お
い
て
は
、

会
権
の
保
障
と
い
う
形
で
、
実
J

疋
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
と
の
一
説
明
を
加
え
る
。

い
ず
れ
も

い
わ
ゆ
る
社

こ
れ
に
対

L
、
男
女
川
十
字
砲
の
巾
に
は
、
法
律
上
の
尤
別
か
ら
の
解
放
と
い
う
口
問
惟
と
し
て
の
側
面
と
、
国
が
積
秘
的
に
機
会
の
平
守

を
実
質
的
に
保
附
し
て
い
く
た
め
に
私
的
領
域
に
介
入
し
て
い
く
と
い
う
意
味
の
社
会
権
的
側
同
ー
と
を
あ
わ
せ
も
っ
ー
と
す
る
学
説
も
存
在
す
る
。

ま
た
、
藤
井
教
綬
は
、
害
Z

法
一
四
条
は
、
甘
荒
本
的
に
は
形
式
的
世
広
義
の
平
等
の
保
障
を
め
さ
し
て
い
る
と
考
、
λ
る
、
へ
き
で
あ
ろ
う
と
し
つ
つ

も
、
(
川
市
γ
等
権
の
内
容
と
し
て
、
「
等
し
い
も
の
は
等
し
く
取
り
扱
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
自
由
権
類
似
の
梓
利
と
、
「
異
な
っ
た
者

(
等
し
く
な
る
よ
う
に
)
別
異
に
抜
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
す
る
訂
求
権
的
権
利
が
導
か
れ
る
、
一
⑨
請
求
権
的
権
利
と
し
て
の
平
等
権

はは
、
凶
家
が
実
質
的
な
し
半
等
を
実
現
す
る
た
め
に
必
要
な
「
合
理
的
な
差
別
」

の
た
め
の
?
止
法
そ
の
他
の
措
置
を
求
め
る
権
利
を
含
ん
で
い

る
、
(
ぼ
し
か
し
、
請
求
権
的
権
利
と
し
て
の
平
等
権
は
、
そ
の
社
会
お
よ
び
国
家
の
発
展
状
況
と
か
、
国
家
観
μ
す
に
対
応
し
て
そ
の
権
利
の

内
容
、
件
質
が
変
化
し
う
る
、
③
し
た
が
っ
て
、
今
日
で
は
、
社
会
、
経
済
的
な
各
積
の
条
刊
の
す
べ
て
に
つ
い
て
、
実
質
的
平
手
を
実
現

す
る
よ
う
な
桁
置
を
国
家
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
、
こ
れ
は
い
わ
ば
同
家
の
努
力
義
務
に

と
ど
ま
る
、
必
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
経
済
的
条
件
に
か
か
わ
ら
な
い
も
の
、
具
体
的
に
い
え
ば
子
持
措
置
な
ど
の
問
題
に
か
か
わ
ら
な
い

も
の
に
つ
い
て
は
努
力
義
務
に
と
と
め
る
べ
き
で
は
な
い
と
も
い
え
、
例
え
ば
、
人
格
的
粘
神
的
悩
値
の
実
現
と
い
う
占
、
で
は
、
今
日
で
も

国
は
実
質
的
意
義
の
干
等
を
実
況
す
べ
き
措
置
を
と
る
義
務
は
あ
る
と
い
え
よ
う
、
と
述
べ
る
っ
た
だ
し
、
藤
井
教
授
は
、
ア
フ
ァ

l
マ
テ
ィ

ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
寸
法
が
訂
求
権
的
権
利
と
し
て
の
平
等
権
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
説
明
す
る
文
脈
で
、
「
こ
の
苅
ぶ
惟
的
な
権
利
と
い

北法:i9UJ・178)24閉



う
の
は
、

か
り
に
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
あ
く
ま
で
も
プ
ロ
グ
ラ
ム
規
定
説
的
に
即
解
さ
れ
る
、
へ
き
で
あ
ろ
う
」
と
の
立
場
を
と
る
。
こ

れ
ら
の
学
説
は

{
疋
の
場
合
、
請
求
権
的
権
利
と
し
て
の
ヤ
等
権
が
認
め
ら
れ
る
叶
能
性
を
-
小
唆
す
る
占
、
で
、
注

U
に
伯
す
る
。

2
)
裁
判
例

裁
判
例
も
、
憲
法
一
四
条
が
実
質
的
平
等
を
命
じ
て
い
る
と
す
る
見
解
に
は
消
極
的
で
あ
る
。

し
か
し
、
一
九
仁
八
(
昭
和
五
二
)
年
の
在
毛
投
票
制
反
違
憲
訴
訟
の
持
訴
審
問
決
は
、
選
挙
権
の
平
行
に
関
す
る
fi脈
で
、
「
憲
法
一

四
条
反
の
定
め
る
法
の
下
の
平
守
の
原
則
は
、
形
式
的
な
で
等
で
は
な
く
、
天
質
的
な
平
斗
J

を
意
味
し
、
従
っ
て
国
民
各
白
に
お
け
る
身

体
的
、
肉
体
的
、
社
会
的
条
刊
に
基
づ
く
相
違
に
対
し
て
は
、
当
該
相
退
に
凶
じ
た
合
理
的
尤
別
扱
を
許
容
す
る
も
の
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、

法の卜の平等と刑事規制に関する H仏比較

進
ん
で
当
寸
前
相
違
に
応
じ
た
合
理
的
以
別
扱
を
命
ず
る
原
理
で
も
あ
る
と
解
す
る
の
が
相
ψ
l
L

で
あ
る
と
説
ー
小
し
た
。
こ
の
説
小
部
分
は
、

こ
れ
ま
で
の
通
説
を
一
歩
進
め
た
例
外
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
判
決
に
対
し
て
は
、
「
そ
れ
は
妥
ム
ー
で
は
あ
る
ま
い
っ
か
り
に
、
そ
れ

(釦
J

一
4
条
反
な
と
に
松
拠
を
求
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
」
ー
と
の
批
判
円
が
加
え
ら
れ
て
い
る
c

を
憲
法
上
の
要
請
と
み
る
の
で
あ
れ
ば

(
3
)
検
副

学
説
や
裁
判
例
の
一
般
的
な
考
え

h
に
は
い
く
つ
か
の
疑
問
が
あ
る
コ

第
は
、
形
式
的
で
等
が
第
義
的
で
あ
り
実
質
的
平
等
は
第
二
次
的
で
あ
る
と
の
期
解
は
、
平
等
理
念
の
岡
山
史
的
発
展
の
観
凸
J

か
ら
現

段
階
で
も
無
条
件
に
変
巾
ー
す
る
の
か
、
と
い
う
占
、
で
あ
る
c

平
等
川
崎
念
の
歴
史
的
発
展
と
し
て
、
ま
ず
、
形
式
的
平
等
の
五
現
が
求
め
ら
れ
、

次
に
、
実
質
的
平
等
が
求
め
ら
れ
た
と
一
般
に
説
明
さ
れ
て
い
る
υ

そ
し
て
、
況
段
階
で
は
、
名
法
が
前
科
す
る
実
質
的
干
苛
は
、
徹
底

一泣」

的
な
結
果
の
ヤ
守
で
は
な
く
、
実
質
的
形
式
的
平
等
で
あ
る
と
般
に
料
解
き
れ
て
い
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
仮
に
、
形
式
的
半
世
寸
が
ほ

北法SD(S.liD)248i
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ぼ
完
全
に
実
現
し
て
い
る
分
野
が
あ
れ
ば
、
そ
の
分
野
に
お
い
て
次
に
実
現
す
べ
き
は
、
実
質
的
形
式
的
干
等
と
な
り
、
こ
の
段
階
で
は
、

実
質
的
形
よ
的
ヤ
等
の
実
現
こ
そ
が
第
一
義
的
に
な
る
と
考
え
る
こ
と
も
り
能
と
な
ろ
う
υ

そ
、
つ
で
あ
る
な
ら
は
、
形
式
的
平
等
(
形
式
的

機
会
の
平
等
)
、
実
質
的
形
式
的
平
等
(
実
質
的
機
会
の
半
弘
J
)

、
支
質
的
で
等
(
結
果
の
平
弘
J
)

ー
と
み
を
明
碓
に
区
別
し
て
、
憲
法
一
川
条
の

も
と
に
お
け
る
、
形
式
的
平
等
と
支
質
的
形
式
的
平
弘
J

の
関
係
、
実
質
的
形
式
的
平
等
の
位
回
つ
け
や
そ
の
権
利
性
の
有
皿
叫
す
を
現
時
点
で

個
別
分
野
ご
と
に
検
討
し
直
す
必
要
が
あ
ろ
う
。

第
二
は
、
結
果
の
平
等
は
白
白
の
料
念
と
山
!
止
し
な
い
と
い
う
命
題
に
つ
い
て
の
疑
問
で
あ
る
。
仮
に
、
ヤ
斗
寸
の
理
念
が
形
よ
的
ヤ
件
J

か
ら
少
な
く
と
も
実
質
的
形
式
的
で
等
へ
と
変
化
し
た
こ
と
を
、
川
処
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
な
ぜ
白
白
の
観
念
の
み
が
伝
統
的
意
味
の
白
山

の
ま
ま
で
維
持
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
学
説
は
説
明
し
な
い
c

社
会
権
を
も
保
障
す
る
日
本
国
憲
法
の
一
四
条
が
、
結
果
の
半
弘
J

を
白
山
に
反

す
る
と
の
理
闘
で
全
而
的
に
合
定
し
て
い
る
と
い
え
る
の
か
に
つ
い
て
は
更
な
る
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
っ

第
二
の
疑
問
点
は
、
実
質
的
平
守
の
要
請
は
憲
法
一
凶
条
の
も
と
で
は
い
か
な
る

E
昧
の
妓
判
規
範
性
も
持
た
な
い
の
か
で
あ
る
。
学
説

般
は
、
実
質
的
平
行
の
要
請
に
こ
た
え
る
た
め
に
、
形
式
的
ギ
行
の
要
請
も
桐
山
町
l

の
程
度
ま
で
相
対
化
さ
れ
る
と
解
す
る
c

そ
う
で
あ
る

な
ら
、
実
質
的
干
等
の
要
前
は
、
形
式
的
平
等
違
反
と
い
う
違
憲
の
判
断
を
退
け
る
方
向
で
規
範
件
を
発
祥
し
て
い
る
と
い
え
る
c

も
し
こ

の
判
断
が
裁
判
所
に
よ
っ
て
「
れ
わ
れ
た
な
ら
、

そ
こ
に
は
裁
判
規
範
性
が
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
実
質
的
平
等
の
要
請
に

は
裁
判
規
範
性
が
な
い
と
い
う
命
題
は
、
国
家
に
対
し
て
実
質
的
平
等
を
実
現
す
る
た
め
の
特
今
ど
の
措
置
を
求
め
る
王
張
に
は
裁
判
所
に

よ
っ
て
救
済
叶
能
な
具
、
体
的
権
利
性
が
な
い
と
い
う
背
山
味
で
あ
り
、
実
質
的
平
寺
を
め
さ
す
特
ど
の
措
置
が
形
式
的
平
等
違
反
と
な
る
か
と

い
う
憲
法
一
四
条
の
解
釈
に
際
し
で
は
、
実
質
的
平
体
J

の
要
請
は
一
定
の
裁
判
規
範
件
を
有
す
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
c

以
下
で
は
、
同
家
に
実
質
的
平
苛
の
実
現
を
求
め
る
主
張
に
裁
判
所
に
よ
っ
て
紋
消
可
能
な
H
ハ
体
的
権
利
性
が
い
か
な
る
場
台
で
も
な
い

の
か
、

ア
フ
ァ

l
マ
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
を
装
釘
す
る
権
利
の
ム

umに
つ
い
て
検
討
す
る
コ

と
い
う
問
題
を
草
山
出
所
す
る
た
め
、

北法:i9UJ・lSO)24出



2 

ア
フ
ァ

l
マ
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン

わ
が
国
で
は
こ
れ
ま
で
、
ア
ブ
ナ

l
マ
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
ま
た
は
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
に
闘
し
て
必
ず
し
も
活
発
な
議
論
が

行
わ
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
す
で
に
一

C
C五
年
の
段
階
で
、
「
け
本
に
お
い
て
は
、
た
と
え
ば
男
女
共
同
参
向
什
会
基
本

法
な
と
の
法
律
の
も
と
、
ア
ブ
ア

l
マ
テ
ィ
ブ
ア
ク
シ
ョ
ン
の
本
格
的
採
用
が
、
ま
さ
に
現
実
の
課
題
と
し
て
現
在
浮
上
し
て
き
て
お
り
、

r

勾
)

諸
外
凶
の
実
例
の
参
照
、
憲
法
と
の
適
合
性
の
議
論
が
な
さ
れ
つ
つ
あ
る
」
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
υ

(

l

)

{

疋
義

二
0
0
二
年
七
月
に
内
閣
肘
男
女
共
同
参
画
局
に
設
置
さ
れ
た
ポ
ン
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
研
究
会
が
二

0
0
五
年
一
つ
月
に
ま
と
め
た

「
ポ
ジ
テ
f
ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
研
究
会
根
告
書
」
(
以
下
「
報
告
書
」
と
い
う
。
)
は
、
ア
ブ
ア

l
マ
テ
f
ブ
・
ア
ク
ン
ヨ
シ
と
ポ
ジ
テ
ィ
ブ

法の卜の平等と刑事規制に関する H仏比較

ア
ク
ン
ョ
ン
に
は
本
質
的
な
た
は
な
い
と
の
前
提
で
、
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
、
「
一
義
的
に
{
疋
戎
す
る
こ
と
は
岡
維
で
あ

》、、、

ξ
カ

一
般
的
に
は
、
什
会
的
・
構
造
的
な
差
別
に
よ
っ
て
、
現
在
不
利
訴
を
被
っ
て
い
る
有
(
女
性
や
人
極
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

l
)

一
定
の
範
囲
で
特
別
の
機
会
を
提
供
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
実
質
的
な
機
会
均
等
を
，
夫
現
す
る
こ
と
を
円
的
と
し
て
訴
じ
る
山
判
定
的

一
MmJ

な
措
置
の
こ
と
を
一
円
う
」
と
定
義
す
る
。
本
稿
で
は
、

7

7
ァ
マ
テ
ィ
プ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
と
ポ
ン
テ
f
ブ
・
ア
ク
ン
ヨ
ン
と
に
木
質
的

し
て
、

な
主
芹
は
な
い
と
の
前
促
で
、
そ
れ
ら
を
互
換
的
に
川
い
る
つ

(2) 
7
7
7
l
マ
テ
ィ
プ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
の
手
法

さ
ま
ぎ
ま
な
千
法
が
あ
る
が
、
報
告
書
は
、
憲
法
上
の
平
等
原
則
と
の
適
台
件
が
問
題
と
な

り
う
る
か
ど
う
か
等
の
観
点
か
ら
、
以
下
の
一
つ
に
分
け
て
説
明
す
る
つ

7
7
ァ
l
マ
テ
ィ
ブ
ア
ク
シ
ョ
ン
に
は
、

宇」対

北法5D(5 -181) 2489 
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第

は

「
厳
格
な
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
」

で
、
「
あ
ら
か
じ
め
一
定
の
久
性
枠
を
法
律
芋
で
設
け
る
な
ど
、
拘
束
力
が
強
く
、
厳

格
な
子
法
」
を
川
い
る
も
の
で
、
代
表
例
と
し
て
は
、
人
種
や
性
別
を
某
準
に
一
定
の
人
数
や
比
訴
を
割
り
当
て
る
ク
オ
l
タ
制
(
訓
当
制
)

が
あ
る
c

「
厳
格
な
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
」
は
、
「
憲
法
上
の
平
等
原
則
ー
と
の
適
合
性
を
厳
密
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
均
台
が

多
い
」
と
さ
れ
る
ι

わ
が
国
に
お
い
て
は
、
男
心
民
共
同
参
画
社
会
基
本
法
二
ム
条
ニ
墳
が
、
男
女
共
同
参
両
会
一
誌
の
有
識
者
一
誌
員
に
つ
い
て

「
男
止
の
い
ず
れ
か
一
方
の
議
員
の
数
は
、
川
サ
に
規
定
す
る
議
員
の
総
数
の
十
分
の
回
未
満
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
に
と
し
て
、
会
議

の
任
務
に
か
ん
が
み
ケ
オ
1
タ
を
定
め
る
。

第
一
は
「
巾
庸
な
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
、
ン
ヨ
ン
」
で
、
「
久
性
の
k
u
用
に
関
す
る
努
ん
リ
襟
を
掲
げ
る
な
と
、
巾
庸
な
手
法
」
の
も
の
で
、

代
表
例
と
し
て
は
、
達
成
す
べ
き
定
日
係
と
達
成
ま
で
の
期
間
の
リ
安
を
-
小
し
て
そ
の
実
現
に
努
力
す
る
ゴ

l
ル
・
ア
ン
ド
・
タ
イ
ム

テ
ー
ブ
ル
ん
式
が
あ
る
。
わ
が
国
で
は
、
川
の
審
議
会
等
に
お
け
る

ι件
委
員
の
民
リ
用
に
つ
い
て
、
平
成
二
ポ
ー
の
男
心
民
共
同
参
画
排
除
一
本

部
決
定
に
よ
り
、
「
平
成
一
仁
年
(
丙
将
一

0
0
4年
)
度
末
ま
で
の
で
き
る
だ
け
早
い
時
期
に
」
「
『一今

O
%
L
を
達
成
す
る
よ
う
鋭
意
努

め
る
も
の
ー
と
す
る
」
ー
と
し
て
、
こ
の
方
式
が
採
川
さ
れ
た
。
報
告
書
に
よ
る
と
、
こ
の
よ
う
な
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
は
、
「
社
会
の

諸
活
動
に
参
画
す
る
機
会
に
係
る
男
女
間
の
格
茅
を
解
消
す
る
た
め
に
必
要
な
範
阿
内
で
、
円
襟
に
向
か
っ
て
白
ム
丁
的
に
努
力
す
る
も
の
で

あ
り
、
憲
法
上
の
問
題
を
玄
起
さ
せ
る
こ
と
は
な
い
ヘ
し
か
し
、
公
務
員
の
採
用
手
に
お
い
て
、
同
せ
の
能
h
A

・
資
絡
が
あ
る
こ
と
を
前

提
と
し
な
が
ら
、
プ
ラ
ス
の
要
素
と
し
て
進
出
が
巡
れ
て
い
る
性
で
あ
る
こ
と
を
重
視
す
る
プ
ラ
ス
安
素
方
式
は
、
女
性
で
あ
る
こ
と
を
即

由
に
機
械
的
に
優
先
す
る
場
合
な
ど
、
採
ら
れ
る
措
慣
の
態
枚
に
よ
っ
て
は
平
寺
原
則
ー
と
の
適
合
性
に
つ
い
て
憲
法
上
の
問
題
を
止
じ
う
る

と
さ
れ
る
c

第
二
は
、
女
性
の
応
募
の
焚
励
、
能
力
向
上
の
た
め
の
研
修
キ
、
引
事
と
家
庭
の
山
立
支
援
球
境
整
備
等
、
緩
や
か
な
支
探
鉱
等
に
よ

る
「
穏
健
な
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
ン
ョ
ン
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
措
置
に
つ
い
て
は
、

般
的
に
は
憲
法
上
の
問
題
は
生
じ
な
い
と
さ
れ
る
。

北法:i9UJ・182)24DO 
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3
)
 
7
7
7
1
マ
テ
ィ
プ
ア
ク
シ
ヨ
、
〆
の
古
主
代

報
告
書
は
、
「
こ
の
よ
う
な
男
久
の
役
訓
に
つ
い
て
の
凶
疋
的
性
別
役
割
分
伊

E
誠
、
偏
見
等
及
び
過
去
の
差
別
や
経
緯
に
起
因
し
て
生

じ
た
男
女
の
情
か
れ
た
什
会
的
状
況
の
格
主
を
解
消
し
、
五
質
的
な
機
会
の
平
守
を
担
保
す
る
た
め
に
は
、
単
に
法
律
等
で
男
火
差
別
を
桂
川

よ
ー
す
る
だ
け
で
は
岡
雑
で
あ
り
、

よ
り
積
祢
的
な
取
組
で
あ
る
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
ア
ク
シ
ョ
ン
に
よ
る
こ
と
が
必
安
で
あ
る
c
」
と
そ
の
意
義

を
強
調
し
つ
つ
も
、
「
ポ
ン
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
ン
ョ
ン
は
、
あ
く
ま
で
活
動
に
参
両
す
る
機
会
に
つ
い
て
の
男
女
同
の
格
菜
が
解
消
さ
れ
る
ま

一お

で
の
、
判
定
的
な
措
置
で
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
J

と
す
る
c

(4) 
7
7
7
l
マ
テ
ィ
プ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
の
合
意
件

①
「
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
ア
ク
シ
ョ
ン
研
究
会
報
青
書
」

法の卜の平等と刑事規制に関する H仏比較

報
告
書
は
、
①
憲
法
四
条
に
お
い
て
は
、
形
式
的
な
平
等
保
識
が
原
則
で
あ
る
が
、
雫
天
上
の
さ
ま
ざ
ま
な
人
の
菜
異
を
年
視
し
て
絶

日
川
的
に
一
律
平
等
に
扱
う
こ
と
が
か
え
っ
一
て
不
合
理
を
牛
ず
る
場
合
に
は
、
実
質
的
な
機
会
の
ギ
等
を
実
現
す
る
た
め
の
合
用
的
な
別
呉
取

扱
い
を
認
め
て
い
る
、
一
辺
一
方
の
性
に
対
す
る
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
ア
夕
、
ン
ヨ
ン
と
、
憲
法
の
平
寺
原
則
と
の
適
ム
門
性
を
判
断
す
る
際
に
は
、
当

該
ポ
ジ
テ
f
プ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
が
、
実
質
的
な
機
会
の
平
等
を
実
現
す
る
合
理
的
な
も
の
で
あ
る
か
台
か
が
問
題
と
な
る
、

3
社
会
構
造
的

な
男
女
格
尤
や
過
去
の
手
別
の
杉
山
管
に
よ
り
、
所
月

J

の
内
発
占
、
に
格
尤
が
あ
る
場
合
、
そ
の
倍
以
が
解
消
さ
れ
る
ま
で
、
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
・
ア

ク
ン
ョ
ン
を
支
施
し
、
暫
定
的
・

一
時
的
に
男

k
を
別
異
に
取
り
扱
う
こ
と
は
、
実
質
的
な
背
山
味
で
の
「
機
会
の
平
等
」
を
円
指
し
た
台
瓜

的
な
川
内
別
で
あ
り
、
市
-
等
原
則
に
反
す
る
と
は
一
百
、
え
な
い
、
必
)
ポ
ン
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
は
、
機
会
の
干
等
を
実
質
的
に
保
障
し
て
い
こ

う
と
す
る
も
の
で
、
現
代
の
憲
法
で
あ
る
い
日
本
同
憲
法
の
平
等
原
則
に
治
う
も
の
で
あ
る
、
国
一
ポ
ジ
テ
f
ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
が
台
理
的
で
あ

J

手一、ハゾ争、

+la

y
-
f
t一

l
l

川
社
会
構
造
的
な
問
題
等
に
よ
り
男
女
闘
で
事
実
上
の
格
莱
が
存
存
す
る
こ
と
、
川
採
ら
れ
る
千
法
が

R
的
に
問
、
り
し
て
均

北法5D(5-18:;)2491
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衡
の
と
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
川
一
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
が
採
ら
れ
る
各
局
山
に
お
い
て
、
他
方
の
件
に
対
す
る
負

戸却
一

と
説
明
す
る
。

旧
い
が
過
度
に
な
る
こ
と
の
な
い
よ
う
な
形
態
で
あ
る
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

小一件以
7
1
4叫

し
い
ア
フ
ァ

l
マ
テ
ィ
ブ
ア
ク
シ
ョ
ン
の
伶
置
づ
け

学
説
は
一
般
に
、

7
7
7
1
マ
テ
ィ
ブ
・
ア
ケ
シ
ョ
、
〆
を
以
「
の
よ
う
に
憲
法
上
位
置
づ
け
る
。
す
な
わ
ち
、
情
一
ア
ブ
ァ

l
マ
テ
ィ
プ
・

ア
ク
シ
ヨ
/
は
、
ど
こ
ま
で
な
ら
憲
法
一
凶
条
に
反
し
な
い
か
と
い
う
性
質
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
合
刑
判
的
区
別
と
し
て
正
斗
化
き
れ
る

fm) 

限
り
で
憲
法
上
認
め
ら
れ
る
、
③
憲
法
一
四
条
に
は
、

7
7
7
!
?
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
ン
ヨ
ン
を
受
け
る
権
利
は
合
ま
れ
て
い
な
い
、
何
一
国

r

引」

そ
れ
は
法
的
義
務
で
は
な
い
じ

は
ア
フ
ァ

l
マ
テ
ィ

7
・
ア
ク
シ
ヨ
ソ
〆
を
実
施
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、

川
7
7
ァ
l
マ
テ
ィ
ブ
ア
ク
シ
ョ
ン
の
台
市
青山性

そ
の
合
憲
性
を
個
別
臼
ハ
休
的
に
検
討
す
る
つ

学
説
は
、

7
7
ァ
l
マ
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
の
合
憲
性
を
一
般
的
に
汗
{
疋
す
る
こ
と
は
せ

そ
し
て
、
合
憲
ー
と
さ
れ
る
ア
フ

7
1
マ
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
の
要
件
に
闘
し
、
心
過
去
の
補
償
で
あ
り
、
品
川
W

一
間
接
差
別
の
解
消
の
た
め
で

り
、
(
ぽ
現
状
が
間
接
差
別
で
あ
る
こ
と
の
す
証
が
あ
り
、
必
一
定
の
資
格
を
有
す
る
場
合
に
の
み
優
遇
す
る
、
⑤
暫
定
的
な
措
置
等
は
、
合

憲
と
な
り
う
る
こ
と
せ
が
示
峻
さ
れ
て
い
る
υ

き
ら
に
、
現
在
の
学
説
は
、

7
7
ァ
1
マ
テ
f
ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
の
合
憲
性
を
判
断
す
る
際
、
と
の
よ
う
な
進
憲
審
査
基
ホ
を
採
用
す
べ

き
か
に
つ
い
て
対
立
し
て
い
る
c

第
一
は
、
性
別
や
人
種
の
よ
う
な
個
人
の
属
性
に
基
づ
く
差
別
的
取
扱
い
の
違
憲
審
杏
慕
ホ
ー
と
、
同
じ

お」

属
牲
に
恭
づ
く
7

7
ァ
I
マ
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
の
違
憲
審
斉
基
準
と
を
同
じ
も
の
と
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
立
場
で
、
第
二
は
、
例

人
の
属
件
に
基
づ
く
差
別
的
取
扱
い
の
造
主
審
杏
基
準
よ
り
は
、
同
じ
属
性
に
慕
づ
く
ア
ブ
ア

l
マ
テ

f
ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
の
注
意
審
査
基

準
の

h
が
緩
や
か
に
な
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

北法:i9UJ・184)24:>2 



論
カミ こ
あの
る月よ
。う

な
えら
寸二一

員兄

形
成
の
ゴ凶
円
用
刀、

は

T. 

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る

7
7
7
1
マ
テ

f
7
・
ア
ク
シ
ヨ
、
〆
の
合
憲
件
に
関
す
る
一
議

わ
が
国
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
ア
ブ
ァ

l
マ
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
の
正
当
化
恨
拠
に
は
、
①
手
別
を
な
く
す
に
は
、

別
に
基
っ
く
優
遇
策
が
必
要
で
あ
る
、
必
あ
る
人
種
ゃ
性
別
集
叶
そ
の
も
の
の
集
叶
的
な
人
権
が
向
卜
す
る
、
③
尤
別
さ
れ
て
き
た
側
を
優

一
時
的
に
人
種
や
昨

遇
す
る
立
法
に
は
違
憲
性
の
疑
い
が
薄
い
、
③
主
芹
別
の
仙
償
は
社
会
全
体
が
負
う
べ
き
で
あ
る
、
③
社
会
の
多
川
性
の
確
保
の
た
め
に
は
ア

山
川
」

フ
ァ
!
?
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
は
正
当
化
さ
れ
る
川
守
が
あ
る
υ

川
一
山
中
介
の
な
い
個
人
が
ア

7
7
1
マ
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
の
被

害
者
と
な
り
、
被
害
者
で
な
い
個
人
が
7
7
7
l
マ
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
の
受
，
此
苫
と
な
る
、
川
人
権
は
個
人
の
権
利
で
あ
り
、
集
川
の

そ
れ
に
対

L
、
以
下
の
よ
う
な
反
論
も
判
明
介
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

人
権
は
認
め
ら
れ
な
い
、

川
7

7
ァ
l
マ
テ

f
ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
と
そ
う
で
な
い
も
の
は
凡
以
内
別
で
き
な
い
の
で
、
人
種
差
別
な
ら
ば
原

法の卜の平等と刑事規制に関する H仏比較

則
と
し
て
厳
格
審
査
を
、
血
用
す
べ
き
で
あ
る
、
川
左
別
是

d
が
完
全
に
な
き
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
ず
、
結
局
ア
フ
ナ

I
マ
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
シ
ョ

ン
が
永
続
化
す
る
、
川
優
遇
を
受
け
た
集
叶
に
劣
等
の
集
団
で
あ
る
と
の
熔
印
が
押
さ
れ
る
、
川
民
族
、
丈
化
、
百
誌
な
ど
に
よ
る
集
団

相
瓦
聞
の
対
I

止
を
凶
定
化
す
る
、

M
h
過
去
の
事
実
上
の
不
平
等
を
固
定
化
す
る
弘
J

で
あ
る
じ

(
5
)
検
討

こ
こ
で
は
、

ア
フ
ァ
!
?
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
を
要
請
す
る
権
利
の
有
担
に
つ
い
て
の
み
検
討
す
る
。
報
牛
門
書
は
、
「
什
会
情
遣
的
な

男
心
且
格
差
や
過
去
の
差
別
の
影
響
に
よ
り
、
所
与
の
山
発
点
に
格
差
が
あ
る
場
合
、
そ
の
格
差
が
解
消
さ
れ
る
ま
で
、
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
・
ア
ク

時
的
に
男
女
を
別
川
口
ハ
に
取
り
扱
う
こ
と
は
、
実
質
的
な
意
味
で
の

シ
ョ
ン
を
実
施

L
、
判
ど
的
・

『機
会
の
干
等
し
を

H
指
し
た
合
理
的

な
区
別
で
あ
り
、
平
件
J

原
則
に
反
す
る
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
は
、
機
会
の
川
十
件
J

を
実
質
的
に

北法5D(;;-18;)) 2493 
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保
障
し
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
、
現
代
の
憲
法
で
あ
る
日
本
国
憲
法
の
平
等
原
則
に
沿
う
も
の
と
考
え
ら
れ
る
つ
」
と
述
べ
、
憲
法
は
実

質
的
機
会
の
平
等
を
め
さ
す
合
理
的
な
ア
フ
ァ

l
マ
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
を
積
極
的
に
亦
存
す
る
こ
と
を
認
め
る
。
し
か
し
そ
れ
に
対
し

て
は
、
憲
法
が
7

7
ァ
!
?
テ
ィ
フ
・
ア
ク
、
ン
ヨ
ン
を
積
極
的
に
前
容
す
る
叔
拠
と
さ
れ
る
支
質
的
機
会
の
半
守
安
苅
ー
と
は
い
か
な
る
性
質

の
も
の
か
、
そ
れ
に
は
権
利
性
は
な
い
の
か
、

そ
れ
は
形
式
的
平
弘
J

受
話
と
ど
の
よ
う
な
悶
係
に
あ
る
の
か
、
仮
に
権
利
牲
が
な
い
の
で
あ

れ
ば
な
ぜ
そ
れ
は
憲
法
の
形
式
的
平
等
原
則
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
せ
々
の
疑
問
が
汗
か
ぶ
υ
そ
し
て
そ
れ
は
、
憲
法
が
ア
ブ
ァ

l

マ
テ
ィ
フ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
を
積
極
的
に
許
容
す
る
場
合
が
あ
る
の
は
、
憲
法
が
実
質
的
機
会
の
半
生
7
を
{
疋
の
場
合
権
利
と
し
て
要
請
し
て

い
る
か
ら
で
は
な
い
の
か
、
ー
と
い
う
さ
ら
な
る
疑
問
へ
と
導
く
。

茅
別
は
、
単
に
憲
法
一
川
条
這
反
に
な
る
の
み
な
ら
ず
、
憲
法
二
条
が
保
障
す
る
人
格
権
や
個
人
の
尊
厳
を
も
伝
宰
い
す
る
と
解
さ
れ
る
c

そ
し
て
、
人
格
権
の
判
岡
市
去
に
対
し
て
は
適
切
な
司
法
的
救
済
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
た
め
、
も
し
仮
に
特
定
の

7

7
ァ
l
マ
テ
ィ
ブ
・

ア
ク
シ
ョ
ン
が
、
差
別
に
基
づ
く
特
ど
の
人
格
権
似
常
に
対
す
る
適
切
な
救
凶
方
法
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
か
か
る
ア
ブ
ァ
!
?
テ
ィ
ブ
・
ア

ク
シ
ョ
ン
を
求
め
る
こ
と
に
は
、
憲
法

{
疋
の
権
利
性
が
認
め
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
憲
法
一

二
条
の
い
で

条
と
川
条
を
一
体
的
に
解
釈
し
、
主
別
に
よ
る
平
体
J

権
と
人
格
権
の
侵
宵
に
対
す
る
放
流
と
し
て
、

ア
フ
ァ

i
マ
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
ン
ヨ
ン

を
求
め
る
権
利
が
認
め
ら
れ
る
場
合
も
想
定
さ
れ
よ
う
っ
例
え
ば
、
私
人
の
差
別
を
国
が
放
問
し
た
場
合
で
は
な
く
、
同
が
法
律
芋
で
差
別

的
取
扱
い
を
一
定
期
間
続
け
、
そ
の
結
果
、
公
的
領
域
の
み
な
ら
ず
私
的
組
城
に
お
い
て
も
、
か
か
る
差
別
が
固
定
化
き
れ
、
そ
の
後
、
国

が
当
該
差
別
的
法
律
を
川
崎

U
し
た
が
、
過
去
の
業
別
の
結
果
、
現
に
主
別
の
杉
山
容
が
強
く
残
っ
て
い
る
場
合
等
で
は
、
業
別
の
影
即
時
u
を
な
く

し
、
可
及
的
速
や
か
に
機
会
の
平
体
J

を
実
質
的
に
保
障
す
る
こ
と
が
、
国
の
法
的
義
務
と
し
て
、
憲
法
三
条
か
ら
の
み
な
ら
ず
、
憲
法
一

四
条
か
ら
も
例
外
的
に
で
は
あ
る
が
、
要
請
さ
れ
る
判
能
性
が
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、

{
疋
の
場
台
、
美
別
に
よ
る
干
等
権

と
人
格
権
の
侵
市
東
川
に
対
す
る
救
凶
と
し
て
、

7
7
ァ
l
マ
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
ン
ョ
ン
を
求
め
る
権
利
が
憲
法
一
二
条
と
一
川
条
の
も
と
で
認
め

北法:i9UJ・186)24D4 



ら
れ
る
川
能
件
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

た
だ
し
、
そ
こ
で
認
め
ら
れ
う
る
権
利
が
、
裁
判
所
が
特
定
の
救
済
を
命
じ
る
こ
と
の
で
き
る
程
度
に
具
体
的
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、

差
別
殺
済
ー
と
し
て
定
の
ア
フ

7
1
マ
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
を
受
け
る
権
利
は
抽
象
的
に
は
認
め
ら
れ
う
る
が
、

ア
フ
ァ

l
マ
テ
ィ
ブ
・

ア
ク
シ
ョ
ン
の
具
体
的
内
科
の
決
定
は
I

止
法
府
に
委
ね
る
べ
き
場
合
の
よ
う
に
、
そ
の
権
利
が
抽
象
的
な
も
の
で
あ
る
の
か
の
判
断
は
必
要

と
な
ろ
う
つ
し
か
し
、
仮
に
同
が
一
正
の
ア
フ
ァ

l
マ
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
ン
ヨ
ン
を
法
定
し
た
場
合
、
そ
の
制
度
に
某
づ
い
て
一
定
の
利
益
を

受
け
る
こ
と
の
で
き
る
地
位
は
、
法
律
上
の
権
利
で
あ
る
と
同
時
に
、
憲
法
川
条
の
安
前
を
貝
休
化
し
た
憲
法
卜
の
抱
利
と
理
解
す
る
こ

と
は
可
能
で
あ
ろ
う
「

ま
た
、
憲
法
卜
認
め
ら
れ
う
る
権
利
の
性
格
に
よ
っ
て
、
裁
判
所
が
認
め
う
る
政
治

h
法
も
変
化
し
う
る
仁
例
え
ば
、
抽
象
的
権
利
し
か

認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
国
家
に
よ
る
何
ら
か
の
措
置
を
要
請
し
う
る
地
依
の
確
認
に
と
ど
め
、
具
体
的
指
置
の
決
定
を
I

止
法

法の卜の平等と刑事規制に関する H仏比較

府
に
委
ね
る
判
決
、
リ
埠
憲
確
認
判
決
、

立
法
不
作
為
の
違
憲
確
認
判
決
等
々
の
子
法
を
川
い
る
こ
と
に
な
ろ
、
っ
。

四

半
l
等
権
侵
害
の
司
法
的
救
済
方
法

1 

従
来
の
一
般
的
考
え
方

憲
法
の
代
表
的
教
科
吉
は
、
市
-
得
権
侵
害
の
司
法
的
救
済
ト
刀
法
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
干
等
原
則
違
以
の
救

済
は
、
差
別
を
解
消
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
が
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
具
体
化
す
る
か
は
、
平
等
原
則
白
体
か
ら
は
山
て
こ
な
い
c

白
山
梓
に
関
し
て
の
干
等
原
則
違
反
は
、
通
市
そ
の
規
定
ヤ
処
分
を
注
意
・
相
効
と
す
る
こ
と
で
よ
い

(
た
と
え
ば
尊
属
殺
草
剤
規
定
が
干

等
原
則
違
反
の
場
合
、

そ
の
規
子
γ)
迫
憲
・
比
効
と
す
れ
ば
よ
い
)
。
し
か
し
社
会
権
や
同
務
請
求
権
の
よ
う
な
分
野
で
は
、
違
憲
・
無
効

北法5D(5 -187) 2495 



ン./;ドンウム

と
す
る
の
で
は
か
え
っ
て
実
質
的
な
紋
↑
ぽ
に
な
ら
な
い
場
合
が
あ
る
つ
真
の
救
済
の
た
め
に
は
凶
に
よ
る
立
法
措
置
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ

は
立
法
府
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
る
事
項
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
の
判
決
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
学
説
の
対
応
は
不

l
分

で
あ
る
が
、
一
般
的
に
い
え
ば
、
裁
判
所
と
し
て
は
進
憲
の
碓
訟
に
と
と
め
、
彼
は
?
止
法
府
の
賢
明
な
折
置
に
期
待
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と

に
な
ろ
う
J
C

こ
れ
は
、
平
等
権
侵
害
の
救
消
方
法
に
複
数
の
選
択
肢
が
あ
る
場
台
、
裁
判
所
は
特
定
の
救
済
を
命
じ
る
こ
と
を
避
け
、
国
会
の
立
法
的

措
置
を
待
つ
べ
き
で
あ
る
、

と
の
立
場
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
c

こ
の
立
場
か
ら
す
る
と
、
及
判
所
が
、
ヤ
等
権
侵
害
を
理
山
に
、
法
律
の

部
を
進
憲
無
効
と
し
て
、
法
律
が
規
定
し
た
利
益
付
与
の
範
阿
を
拡
小
人
す
る
こ
と
二
部
通
害
山
+
利
益
什
守
の
拡
小
人
判
決
)

や
、
ヰ
垣
市
晴山の

法
律
を
合
憲
的
に
解
釈
す
る
た
め
に
、
法
律
に
な
い
要
件
を
法
律
に
読
み
込
む
合
憲
補
充
解
釈
が
認
め
ら
れ
る
可
能
性
は
極
め
て
低
く
な
る
c

2 

ハ
月
凶
円
判
決
の
意
表
①
「
救
済
方
法

-
)
多
数
意
見

一
郎
通
憲
+
利
vt
付
与
の
拡
大

六
月
川

H
判
決
は
、
こ
の
一
般
的
与
え
を
前
進
さ
せ
る
叫
能
性
を
多
分
に
合
ん
で
い
る
じ
多
数
意
見
は
、
(
ぽ
立
法
苫
の
ム
門
用
的
意
目
、
③

憲
法
判
条
一
現
に
慕
づ
く
干
等
取
扱
い
の
要
請
と
国
籍
訟
の
基
本
的
原
則
で
あ
る
父
母
阿
系
山
統
主
義
、
均
一
ボ
ム
円
理
な
主
別
的
取
扱
い
を

受
け
て
い
る
苫
に
対
す
る
直
按
的
な
政
凶
可
能
性
、
④
川
籍
法
二
条
一
頃
の
規
定
の
魁
旨
お
よ
び

U
的
等
を
宅
虚
し
て
、
同
総
法
一
条
頃

の
一
郎
通
憲
解
釈
は
、
裁
判
所
に
よ
る
?
止
法
作
用
で
は
な
い
ー
と
し
て
、
天
際
上
白
人
に
川
籍
を
認
め
た
。
こ
れ
は
、

一
部
違
憲
に
よ
る
利
益

付
与
の
拡
大
判
決
で
あ
る
と
い
、
λ
る

f

干
弘
J

権
侵
害
の
紋
済
方
法
と
し
て
、
本
判
決
の
よ
う
な
方
法
を
と
っ
た
最
高
裁
判
決
は
初
め
て
の
も
の
と
い
え
よ
う
っ
特
に
、
横
尾
裁

判
(
円
ら
三
人
の
反
対

E
兄
が
、
多
数
志
見
の
よ
う
な
、
「
準
正
子
に
係
る
部
分
を
取
り
除
け
ば
ヲ
同
頃
の
ふ
T
体
が
認
知
を
受
け
た
了
全
般
に

北法:i9UJ・188)24閃



拡
大
す
る
」
と
い
う
よ
う
な
拡
大
を
す
る
こ
と
は
、
「
条
『
止
の
用
語
や
趣
己
H
の
解
釈
の
域
を
越
え
て
回
絡
を
付
守
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
に
説
山
判
し
よ
う
と
も
、
団
結
法
が
現
に
定
め
て
い
な
い
国
結
付
与
を
認
め
る
も
の
で
あ
っ
て
、
五
質
的
に
は
立

法
性
和
国
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
c
」
、
「
仮
に
多
殺
意
見
の
よ
う
な
見
解
が
許
さ
れ
る
ー
と
す
れ
ば
、
創
設
的
権
利
・
利
前
付
守
規
定
に

つ
い
て
、
条
『
止
の
規
定
や
法
律
の
性
質
、
体
系
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
ま
た
、
ー
止
法
の
趣
日
、
目
的
を
超
え
て
、
裁
判
に
お
い
て
、
法

律
が
対
象
と
し
て
い
な
い
苫
に
、
広
く
権
利
、
利
益
を
利
り
す
る
こ
と
が
川
能
と
な
る
こ
と
に
な
る
つ

り
同
籍
を
認
め
る
こ
と
は
、
可
法
砲
の
限
界
と
の
関
係
で
問
題
が
あ
る
」
と

L
、
ま
た
、
甲
斐
巾
裁
判
官
ら
二
人
の
裁
判
官
の
民
対
意
見
が
、

本
件
に
つ
い
て

裁
判
に
よ

多
数

E
見
の
肝
釈
は
、
「
凶
籍
法
の
創
設
的
・
反
権
的
性
質
に
以
す
る
も
の
で
あ
る
上
、
結
局
は
準
正
千
を
出
生
後
認
知
さ
れ
た
了
と
読
み

替
え
る
こ
と
と
な
る
も
の
で
、
法
解
釈
と
し
て
は
限
界
を
超
え
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
符
な
い
r

」
と
批
判
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

多
数
意
見
が
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
を
採
用
し
た
こ
と
の
音

法の卜の平等と刑事規制に関する H仏比較

合
憲
補
充
解
釈
+
利
前
付
与
の
拡
大

藤
田
裁
判
守
の
意
見
は
、
①
I

止
法
府
が
行
っ
た
{
疋
の
I

止
法
政
後
判
断
が
示
し
て
い
る
基
本
的
方
向
に
よ
る
と
、
ー
止
法
不
作
為
の
部
分
に

2
)
藤
田
青
山
見

つ
い
て
の
台
理
的
選
択
の
余
地
は
椋
め
て
限
ら
れ
て
い
る
場
合
で
、
切
一
著
し
く
不
合
理
な
差
別
を
受
け
て
い
る
者
を
相
別
的
訴
訟
の
範
囲
内

で
救
済
す
る
た
め
、
③
?υ
法
山
内
が
示
す
基
本
的
判
断
に
抵
触
し
な
い
範
囲
で
、
④
河
川
法
権
が
現
行
法
の
「
合
理
的
拡
張
解
釈
」
に
よ
り
違
憲

状
態
の
解
消
を
円
指
す
こ
と
は
、
八
十
く
許
さ
れ
な
い
こ
と
で
は
な
い
と
し
て
、

い
わ
ゆ
る
台
憲
術
允
解
釈
を
し
て
、
天
際
上
白
人
に
同
籍
を

認
め
た
c

学
説
は
、
こ
れ
ま
で
、
合
憲
補
充
解
釈
に
つ
い
て
必
ず
し
も

l
分
に
一
議
論
を
し
て
い
な
い
が
、
仮
に
ム
門
憲
補
充
解
釈
が
認
め
ら
れ
る
と
し

て
も
ご
く
限
ら
れ
た
場
合
に
の
み
可
能
で
あ
る
と
す
る
見
解
が
多
い
っ
そ
の
意
味
で
も
、
本
件
で
合
憲
補
充
解
釈
を
実
際
に
採
川
し
た
藤

北法SD(S.18D)249i
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田
立
見
の
意
義
は
極
め
て
大
き
い
。

一
部
違
憲
判
決
に
よ
っ
て
利
前
付
与
の
拡
大
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
要
件
や
、
合
憲
補
完
解
釈
が
許
さ
れ
る
要
件
を
、

作

目
一
体
的
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
c

ま
た
、
ム

Z
E補
充
解
釈
等
と
将
来
効
判
決
ー
と
の
組
み
台
わ
せ
の
可
能
性
も
検
討
に
値
し
よ
う
。

今
後
は

3 

ハ
月
凶
円
判
決
の
意
義
②
|
裁
判
所
と
国
会
の
ダ
イ
ナ
ミ
ソ
ク
な
関
係

(
H
対
話
ワ
)

そ
れ
以
外
に
も
、
重
要
な
す日
義
が
あ
る
コ
阿
川
伺
制
裁
判
官
と
涌
弁
裁
判
官
が
同
調
し
た
、
今
井
裁
判
官
の
補
足
蛍
兄

は
、
「
非
準
正
子
に
つ
い
て
も
国
籍
を
付
与
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
川
会
に
お
い
て
、
同
籍
付
与
の
要
件
と
し
て
、
準
H
要
件
に
代

六
月
川
日
判
決
に
は
、

え
て
例
え
ば
日
本
国
内
に
お
け
る
一
定
期
閣
の
凶
作
サ
の
他
の
要
刊
を
定
め
る
こ
と
も
で
き
た
の
に
、
そ
の
裁
量
権
を
挙
う
こ
と
に
な
る
と

す
る
議
論
も
あ
り
得
な
い
で
は
な
い
。
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
裁
判
所
が
そ
の
よ
う
な
要
件
を
定
め
て
い
な
い
凶
籍
法
一
条
瓜
の
合
憲
的
解

釈
と
し
て
、
非
m
正
子
に
つ
い
て
国
籍
取
得
を
認
め
た
か
ら
と
い
っ
て
、
今
後
、
同
会
が
そ
の
裁
量
権
を
行
使
し
て
、

日
本
国
民
を
父
と
す

る
生
後
認
知
子
の
国
給
取
刊
に
つ
き
、
準
J
H
要
件
に
代
え
て
、

害
山
法
に
適
合
す
る
要
件
を
定
め
る
新
た
な
立
法
を
す
る
こ
と
が
何
ら
妨
げ
ら

い
う
ま
で
も
な
い
と
こ
ろ
で
あ
り
、
上
記
の
よ
う
な
解
釈
を
採
る
こ
と
が
国
会
の
立
法
裁
量
権
を
奪
う
こ
と
に

〔
別
)

な
る
も
の
で
は
な
い
。
」
と
説
ー
小
す
る
υ

れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
は

ま
た
、
藤
川
及
判
官
の
意
見
も
、
最
後
に
、
「
な
お

い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
な
が
ら
、
国
籍
法
二
条
項
に
つ
い
て
の
本
件
に
お
け
る

こ
の
よ
う
な
解
釈
が
一
般
的
法
規
範
と
し
て
定
着
す
る
こ
と
に
、
国
家
公
益
ト
の
見
地
か
ら
著
し
い
不
都
合
が
存
す
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、

止
法
府
と
し
て
は
、
当
裁
判
所
が
行
、
つ
違
憲
判
断
に
抵
触
し
な
い
範
阿
内
で
、
こ
れ
を
修
正
す
る
立
法
に
直
ち
に
着
手
す
る
こ
と
が
川
能
な

の
で
あ
っ
て
、
立
法
府
と
司
法
府
と
の
問
で
の
権
能
及
び
責
務
の
合
理
的
配
分
に
つ
い
て
は
、
こ
う
い
っ
た
総
合
的
な
視
野
の
「
に
考
察
さ

れ
る
べ
き
」
こ
と
を
強
調
す
る
υ

よ
り

北法:i9UJ・lDO)24D8 



こ
れ
ら
の
相
別
意
見
に
は
、
①
最
高
裁
が
違
憲
判
決
を
一
不
し
た
後
、
国
会
は
最
高
裁
の
違
憲
判
決
の
趣
旨
に
沿
っ
た
形
で
あ
れ
ば
、
判
決

内
容
と
川
な
る
立
法
を
す
る
こ
と
が
憲
法
卜
可
能
で
あ
る
、
何
一
こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
仮
に
、
退
憲
の
法
律
の
対
処
の

牡
方
に
複
数
の
選
択
股
が
あ
っ
た
ー
と
し
て
も

一
ど
の
放
出
を
裁
判
所
が
命
じ
て
も
、
立
法
及
量
の
侵
害
と
は
な
ら
な
い
、
怠
司
法
権
と
立

法
権
と
の
闘
係
を
考
え
る
場
合
も
、

国岡
高
裁
の
違
憲
判
決
の
後
の
国
会
の
対
応
の
可
能
性
を
ふ
ま
え
て
考
察
す
べ
き
で
あ
る
、

と
の
視
白
'
が

不
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
最
高
裁
の
違
憲
判
決
の
後
で
も
同
会
が
憲
法
の
枠
内
で
一
定
の
山
法
的
対
応
が
り
能
で
あ
る
と
す
る
考
え
は
、
最
両
裁
と

国
会
の
関
係
を
判
決
悦
恨
の
時
間
の
流
れ
の
中
で
ダ
イ
ナ
ミ

y
ク
に
捉
え
る
見
方
ー
と
一
門
え
る
。
こ
れ
ま
で
の
わ
が
国
に
お
け
る
議
論
の
立
て
方

は
、
最
高
裁
と
同
会
の
関
係
を
、
最
高
裁
の
違
憲
判
決
の
時
占
、
を
基
準
時
と
し
て
、
時
闘
の
流
れ
を
止
め
て
、
最
高
裁
と
凶
会
の
関
係
を
論

じ
る
傾
向
が
あ
っ
た
こ
と
を
ふ
ま
え
る
と
、
こ
こ
で
示
さ
れ
た
新
た
な
姐
占
山
の
特
徴
が
明
ら
か
と
な
る
υ

法の卜の平等と刑事規制に関する H仏比較

裁
判
所
と
国
会
を
ダ
イ
ナ
ミ

y
ク
な
関
係
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
効
果
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
第
一
は
、
違
憲
審

査
制
度
に
対
す
る
効
米
で
、
山
違
憲
審
査
権
の
民
全
的
J
H
ψ
l
性
を
補
強
す
る
叔
拠
が
新
た
に
加
わ
り
、
裁
判
所
が
よ
り
積
極
的
に
違
憲
者
脊

権
を
行
使
す
る
川
能
性
が
高
ま
る
、
一
辺
ー
止
法
裁
量
の
侵
害
と
認
識
さ
れ
る
範
囲
が
減
少
し
、
裁
判
所
が
よ
り
積
械
的
に
違
憲
審
公
権
を
行
使

す
る
可
能
性
が
増
加
す
る
、
市
」
τ
止

類
が
現
在
よ
り
も
増
え
る
可
能
性
が
あ
る
、
等
で
あ
る
コ

第
一
は
、
国
会
平
社
会
に
対
す
る
効
米
で
、
必
憲
法
判
断
は
、
最
高
裁
の
み
の
ふ
貝
務
で
は
な
く
、
国
会
の
責
務
で
も
あ
る
こ
と
の
再
認
説
、

必
そ
の
こ
と
に
よ
り
国
会
に
お
け
る
憲
法
議
論
の
前
件
化
の
川
能
件
、
③
そ
れ
を
通
じ
て
、
国
民
も
憲
法
問
題
を
白
覚
的
に
考
え
る
機
会
が

増
え
る
川
能
件
等
で
あ
る
。

北法5D(5-191)2499



ン./;ドンウム

五

お
わ
り
に

本
稿
を
通
じ
て
、
日
本
同
憲
法
が
保
障
す
る
し
半
守
権
に
闘
し
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
説
題
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

必
形
式
的
平
等
と
実
質
的
形
式
的
干
等
の
関
係
を
間
い
直
し
、
実
質
的
形
式
的
干
等
を
志
法
上
依
情
づ
け
直
し
、
実
質
的
形
式
的
平
等
の
要

請
が
梓
利
と
し
て
認
め
ら
れ
る
可
能
性
を
検
討
す
る
こ
と
、
河
一
ア
フ
ァ

l
マ
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
ン
ヨ
ン
を
求
め
る
こ
と
が
、
憲
法
一
二
条
に
よ
っ

て
抱
利
院
を
有
す
る
場
合
、
そ
の
権
利
と
憲
法
一
四
条
と
の
関
係
を
問
い
直
し
、
憲
法
一
四
条
に
お
け
る
ア
フ
ァ

I
マ
テ
ィ
フ
・
ア
ク
シ
ヨ

ン
を
依
田
づ
け
直
し
、

7
7
ァ
!
?
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
ン
ヨ
ン
が
憲
法
一
四
条
の
も
と
に
お
い
て
も
権
利
と
し
て
認
め
ら
れ
る
叶
能
性
を
検
討

す
る
こ
と
、
広
一
平
等
権
侵
害
に
対
す
る
両
法
的
救
済
の
方
法
を
合
意
補
充
解
釈
や
利
而
付
与
の
拡
大
を
含
め
て
検
討
す
る
こ
と
、

hwそ
の
際
、

裁
判
所
と
川
会
の
関
係
を
ダ
イ
ナ
ミ
ソ
ク
に
と
ら
え
る
視
点
が
重
要
で
あ
る
と
こ
と
、
壮
一
寸
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
謀
題
に
対
す
る
検
討
を
深
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
が
国
に
お
け
る
平
等
権
の
よ
り
実
質
的
な
保
障
が
実
現
す
る
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。

(
I
)
最
大
判
平
一

0
・
ハ
・
凶
(
平
成
一
九
汁
(
行

y
)
第
一
ハ
四
号
)
(
本
杭
で
は
こ
の
判
決
を
引
附
す
る
)
。
判
次
ゾ
へ
は
最
高
裁
の
ホ
1
ム
ベ

1

ジ
等
参
照
、
同
円
民
同
裁
が
不
し
た
同
様
の
判
決
(
H

主
人
判
平
一
心

l

ハ
凶
(
平
成
一
八
年
(
行
y
)
第
二
一
台
号
)
は
判
例
同
出
一
心
。

一
回
勺
三
白
半
苦
悩
〕

(
2
)
芦
部
信
喜
・
古
紙
和
之
袖
一
副

a
憲
法
「
第
阿
版
」
L

戸
岩
波
害
防
・
一
り
の
一
ヒ
年
)
一
一
七
員
。

(
3
)
浦
部
法
棺

『芯
円
以
学
教
室
[
全
訂
第
2
版
]
「

(
H本
評
論
牡
・
一

0
0
六
刊
)

O

九
頁
=

(
4
)
野
中
俊
彦
他

ぷ
いヤ注
T
[第
4
版
]
'
(
有
斐
閣
目
一
ひ
っ
六
年
)
一
七
八
一
七
九
頁
参
照
(
野
中
俊
彦
執
筆
)υ
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法の卜の平等と刑事規制に関する H仏比較

(
日
)
右
塚
市
阿
「
制
作
愛
者
に
対
す
る
公
共
施
設
宿
泊
折
併
」
市
橋
和
乙
他
編

向
ハ
の
解
説
(
?
ハ
九
頁
)
参
照
。

(
6
)
浦
部
・
前
掲
(
注
3

)

O
九
l
一

心

頁

(
7
)
中
村
陸
男

『志
法
羽
詰
「
祈
収
正

六
口
氏
η

(υ

の)
早川
大
刊
昭
凶
八
・
凶
・
凶
刑
集
一
七
巻
一
u
勺
一
ハ
石
氏
等
参
照
。

(日
)

h

憲
法
T
-
・
前
掲

(
H
4
)
一
八
二
貝
注

(
3
)
参一冊。

(ω)
最
大
山
伏
平
七
七
・
布
川
氏
集
阿
九
巻
七
号
一
ー
仁
八
九
向
(υ

(
は
)
六
川
月
四
日
判
決
の
京
裁
判
dH
の
補
足
意
見
や
、
川
右

γ成
七
年
最
前
政
決
定
の
冗
及
判
官
の
反
刈
H
E
H

兄
は
、
い
わ
ゆ
る
厳
格
な
合
埋
怜
の
基

準
を
採
用
す
る
。
ま
た
、
段
大
判
昭
ハ

0
・
一
一
七
民
集
三
九
巻
二
号
一
凶
七
頁
の
伊
藤
裁
判
官
の
袖
込
且
見
は
、
「
組
税
法
の
分
野
に
あ
っ

て
も
、
例
え
ば
刊
別
の
よ
う
な
窓
法
一
同
条
一
項
品
川
段
所
定
の
事
山
に
基
つ
い
て
キ
別
が
行
わ
れ
る
と
き
に
は
、
九
円
志
性
の
推
定
は
排
除
き
れ
、

裁
判
所
は
版
格
な
来
準
に
よ
っ
て
そ
の
主
別
が
什
理
的
で
あ
る
か
ど
う
か
を
詐
芥
す
べ
き
で
あ
り
、
平
等
原
則
に
以
す
る
と
判
断
さ
れ
る
こ
と

が
少
な
く
な
い
と
考
え
ら
れ
る
、
一
と
説
示
す
る
c

(
川
ど
芯
法
I
・
前
掲
(
、
山
内
4
)

じ

凶

頁

芦

出

前

掲

(

注
2
)

二
四
頁
参
照

(
日
)
浦
部
・
前
出
向

(LF3)

口
三
百
八
。

(
川
比
)
全
域
清
了

『法
女
性
学
第
2
版
-
(
日
本
評
論
社
・
一
九
九
ハ
刊
)
一
口
一
!
一

O
一
頁
コ

的
内
容
や
権
利
件
の
科
民
等
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
の

(
日
)
藤
井
俊
夫

『憲
法
と
人
権
I
'
(成
主

堂

二

C
C
八
年
)
八
七
1
八
八
白
川
c

(
日
目
)
同
行
・
九
七
!
九
一
八
頁
。

(
げ
)
戸
松
秀
典
「
平
等
原
則
と
ア
ブ
ア
!
?
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
、
ン
ョ
ン
一

『
ジ
ユ
リ
ス
ト
』

(
凶
)
札
幌
市
判
昭
主
二
・
内
・
一
同
一
判
例
時
限
八
八
八
口
一
六
頁
。

(
川
口
)
金
城
目
前
掲
(
注
目
)
つ
一
白
川
。

(m)
内
野
止
す

『芯
円
以
解
釈
の
論
白
[
第
3
版]「

(
H本
評
論
牡
・
一

coo-)

(
む
)
窓
法
I
・
前
掲
寸
山
内
4
)

七
つ
!
二
七
五
白
川
崎
f

寸
参
照
。

早
川
山
法
判
例
百
選

I
第
百
版
-

た
だ

一
心
八
九
号
一
八
五
頁

-
O
頁〔

(
有
引
火
関
・
一
の
の
七
年
)
ノ、
ノ¥

男
久
平
等
併
の
也
会
権
的
側
面
の
具
体

戸
一
九
九
ハ
年
)

北法5D(5 -19:;) 2501 
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。
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(
泣
)
浦
部
・
前
掲

(
L
J
U
3
)

の
三
白
川
じ
彼
述
の
よ
う
に
、
わ
が
凶
に
お
け
る
ア
フ
一
y
l
マ
テ
ィ
プ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
の
許
申
什
論
も
、
芯
法
は
実
直

的
形
式
的
平
等
を
計
脅
す
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
。

(
お
)
憲
法
I
・
前
掲

(
H
4
)

七
四
頁
等
参
問

(
弘
)
松
井
茂
記

『円
本
凶
窓
法
「
第
3
版」
』
(
有
斐
閣
・
一

0
0七
年
)
一
九
!
ハ
頁
η

(
出
)
安
問
丈
雄
「
ア
メ
リ
カ
合
政
問
り
同
等
教
育
分
野
に
お
け
る
ア
フ
ア
マ
テ
ィ
ヴ
-
ア
ク
シ
ョ
ン
」

『
止
教
法
学
』

ハ
七
号
一
頁
(
一

C
C

五
年
)
一
頁
。

(山川
)

a
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
ア
ク
ン
ヨ
ン
研
究
会
恨
告
書
』
第
一
部
三
貞

(
幻
)
制
打
・
阿
l
六
頁
。

(
お
)
同
十
川
田
七

R
。

(
州
出
)
同
打
・
ヒ
!
九
頁
=

(
叩
)
樋
い
防
一

『憲
法
「
約
一
版
-
』
(
創
立
社
・
一

0
0七
年
)
一
一
一
一
一
負
。
吉
塚
正
匹
「
改
正
川
女
一一
雇
用
機
会
均
等
法
の
窓
法
学
的
検
討
」

『法

学
論
集
』
阿
九
巻
刊
号
二
口
一貝
二
九
九
九
年
)
囚
仁
氏

(
訂
)
高
橋
和
之

E
i

止
愈
主
義
と
け
本
因
芯
法
-
(
有
斐
問
・
(
一
心
青
年
)
一
一
一
!
一
一
一
一
一
民

(
犯
)
古
ほ
・
前
出
向

(LF
却
)
凶
九
頁
。
戸
松
款
問
問
は
、
日
本
に
ア
フ
ァ

l
マ
テ
ィ
プ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
を
単
入
す
る
叫
能
性
に
つ
い
て
消
極
的
な

υ

場
を
一
ボ
す
(
戸
松
・
剛
一
利
(
注
げ
)
一
八
九
l

九
口
氏
)
っ

(
お
)
安
西
目
前
掲
(
注
お
)
一
一
一
一
百
円
、
一
安
西
教
綬
は
、
い
か
な
る
分
野
の
、
い
か
な
る
日
的
の
、
い
か
な
る
手
段
の
、
い
か
な
る
コ
ス
ト

を
マ
ン
ョ
リ
テ
ィ
ー
に
臼
わ
ぜ
る
か
竿
を
長
暗
す
べ
き
と
す
る
c

(
持
)
古
い
味
，

m掲
(
注
叩
)
四
九
l
T
1

二
買
ο

君
塚
正
匹
「
欧
米
各
凶
に
お
け
る
桔
極
的
£
川
是
正
と
そ
の
示
唆
す
る
も
の
」

『法
学
論
集
』
五

一
巻
凶
号
石
八
頁
(
一

0
0
一
年
)
八
九
貞
{

(
お
)
右
塚
・
前
掲
(
ふ
打
町
山
)
凶
九
頁
。

(
泌
)
古
塚
田
同
折
、
一
円
波
江
一

『窓
法
[
新
版
]
ド
(
ぎ
ょ
う
せ
い
目
一
九
九
八
司
)
一
一
一
一

R
写。

(
幻
)
芦
部
間
掲
(
注
2
)

一
一

O
員
、
藤
井
・
前
掲
(
注
目
)
九
一
八
l
九
九
頁
、
以
ハ
ヘ
川
秀
樹

a
憲
法
-

一
九
五
貝
等
。

(
有
斐
閣
一

0
0
七
年
)

北法:i9UJ・1:14)2502
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法の卜の平等と刑事規制に関する H仏比較

(
川
崎
)
各
阿
の
制
度
に
つ
い
て
は
、
辻
村
み
よ

f
編
世
界
の
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
ン
ヨ
ン
と
男
k
共
同
参
凶
「
(
東
北
大
学
出
版
会
・
一
行
一
口
四
年
三

辻
村
み
よ
子

『、
ン
ェ
シ
ダ
!
と

U
』
(
不
麿
肯
房
・
一
一
ひ
の
五
汗
)
第
一
輩
、
糠
塚
凶
市
川

『
ハ
リ
テ
の
論
理
L

(

伝
山
社
・
一
つ
の
五
苛
)
等
参

百

(
ぬ
)
古
塚
・
前
掲

(
L
J
m
)

凶
八
頁
、
古
塚
前
掲
(
注
目
)
六
五
l
七
口
頁
。

(
削
)
芯
塚
・
前
拘

(Lrm山
)
凶
八
頁
、
芯
ほ
・
前
出
拘
(
山
間
剖
)
六
五
1
ヒ
ロ
頁
c

(
心
)
長
持
部
恭

M
h愈
法
[
約
イ
版
]
-
(
新
世
社
・

-
0
0八
年
)
一
七
九
頁
。

(
必
)
藤
井
・
前
掲
(
注
目
)
九
九
頁
。

(
日
)
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
ア
ク
ン
ヨ
ン
研
究
会
同
告
書
-
・
前
掲
(
、
出
羽
)
第
部
八
頁
。

(
H
H
)

最
大
決
平
七
回
七
・
五
民
集
四
九
本
〕
七
号
一
七
八
九
頁
の
小
島
裁
判
JH
ら
の
以
対
意
見
は
、
民
法
九
ひ
っ
条
四
り
い
害
は
、
「
非
嫡
山
川
，
ナ
を

嫡
山
子
に
比
べ
て
劣
る
も
の
と
す
る
尚
念
が
社
会
的
に
是
存
さ
れ
る
余
地
を
つ
く
る

E
要
な
一
原
凶
と
な
っ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
へ
そ
の
ん
n

理
性
を
欠
き
、
「
個
人
の
尊
重
及
、
ぴ
川
l

等
の
原
川
」
に
反
す
る
と
説
示
し
、
尼
崎
裁
判
行
の
追
加
反
対
志
見
は
、
「
我
々
の
同
桁
す
社
会
は
、
人

が
何
人
と
し
て
尊
重
さ
れ
、

U
己
決
疋
権
に
草
づ
き
人
格
の
完
成
に
努
力
し
、
そ
の
持
て
る
J
能
を
最
大
似
に
発
慢
で
き
る
社
会
で
あ
る

J

人

格
形
成
の
途
上
に
あ
る
幼
年
の
こ
ろ
か
ら
、
半
-
人
前
の
人
間
で
あ
る
、
社
会
の
円
陰
告
で
あ
る
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
れ
ば
、
果
た
し
て
円

満
な
人
格
が
形
成
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
、
そ
の
た
め
の
大
き
な
阻
害
要
閃
と
な
る
こ
と
は
疑
い
を
人
れ
な
い
。
」
と
並
べ
る
。

ま
た
、
高
橋
保

ak
性
を
め
ぐ
る
法
と
政
策
[
改
一
計
版
ご

(
ミ
ネ
ル
ヴ
7
害
房
・
二

0
0
八
年
)
一

h

l

一
五
一
頁
は
、
法
の
下
の
男

K
T

等
と
人
聞
の
#
厳
の
原
珂
を
関
係
づ
け
る
。
さ
ら
に
、
安
同
教
長
は
、
人
種
差
別
等
は
、
特
定
の
梓
利
利
訴
の
侵
害
を
担
え
て
、
活
権
利

利
益
を
も
っ
て
白
己
実
現
し
よ
う
と
す
る
朽
の
巾
民
的
地
位
ノ
ぐ
の
も
の
を
倍
ド
l

げ
し
、
ス
テ
ィ
グ
マ
を
押
し
つ
け
、
「
白
内
』
」
を
侵
害
す
る
こ

と
を
折
摘
す
る
(
杉
原
容
雄
編
ー
新
版
体
系
窓
法
事
典
』
(
育
林
再
院
一

0
0
八
1)
川
凶
九

l
四
五
つ
頁
(
安
阿
文
雄
執
筆
ご
、

(
代
目
)
北
方
ジ
ャ
ー
ナ
ル
事
件
判
渋
戸
最
大
判
明
ハ
一
・
六
・
一
一
民
集
阿
の
一
巻
凶
号
八
七
一
頁
)
の
多
数
E
見
は
、
「
実
体
法
卜
の
だ
止
請
求
権

の
保
否
に
つ
い
て
考
え
る
の
に
、
人
の
け
叩
性
、
徳
行
、
名
声
、
信
用
等
の
人
格
的
側
伯
に
つ
い
て
社
会
か
ら
受
け
る
客
倒
的
評
価
で
あ
る
名
誉

を
進
法
に
侵
告
さ
れ
た
者
は
、
損
古
賠
償

(
民
法
七
一
口
条
)
ゾ
ん
は
名
誉
凶
復
の
た
め
の
処
分
(
川
法
七
一
一
一
条
)
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る

ほ
か
、
人
格
権
と
し
て
の
名
誉
権
に
某
づ
き
、
加
育
者
に
対
し
、
現
に
行
わ
れ
て
い
る
侵
合
行
為
を
排
除
し
、
又
は
将
来
生
ず
べ
き
侵
害
を
予

防
す
る
た
め
、
侵
害
行
為
の
差
止
め
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
け
だ
し
、
名
誉
は
川
命
、
身
体
と
と
も
に

北法5D(5-19;))25バ13



ン./;ドンウム

極
め
て
重
大
な
保
議
法
詐
で
あ
り
、
人
情
格
と
し
て
の
名
誉
権
は
、
物
権
の
場
合
と
阿
採
に
排
他
性
を
有
す
る
権
利
と
い
う
べ
き
で
あ
る
か
ら

で
あ
る
。
」
と
ぷ
示
す
る
が
、
こ
の
部
分
は
一
定
的
広
が
り
を
も
っ
と
解
さ
れ
る

(
制
)
憲
法
I
・
前
掲
(
H
4
)
八
一
頁

(
釘
)
最
両
裁
が
法
令
の
一
部
を
違
怒
と
し
た
例
と
し
て
、
郵
便
法
に
関
す
る
最
大
判
平
一
同
九
・
一
一
民
集
五
六
巻
七
号
一
凶
一
九
負
、

ι外

選
挙
制
度
に
閲
す
る
最
大
判

γ
一
七
・
ん
・
一
凶
民
集
五
九
巻
七
り
一
口
八
七
頁
参
田
。
ま
た
、
児
草
扶
養
法
千
当
施
行
令
が
規
定
す
る
利
益

付
ワ
の
範
囲
を
拡
大
し
た
判
決
と
し
て
、
最
一
小
判
平
一
四
・
一
・
一
二
民
集
合
六
巻
一
号
一
川
ハ
頁
参
照
。
な
お
、
森
英
明
「
国
籍
法
違
憲

訴
訟
段
高
裁
大
法
姪
判
決
の
解
説
と
ル
士
一

J
ン
ュ
リ
ス

l
'

一
六
ー
ハ
ロ
ケ
九
頁
(
一
口
一
心
八
年
1
)

九
七
頁
参
出

(
叫
日
)
凶
籍
法
三
条
の
合
憲
補
充
解
釈
に
つ
い
て
の
ω71A状
況
に
つ
い
て
は
、
阿
友
明
彦
「
国
籍
存

ι体
一
♂
を
め
ぐ
る
問
題
」
野
凶
安
子
梶
村
太

一
総
編
集

i

新
家
校
法
実
務
体
系
』
(
新
日
本
法
税
目
一

0
0
八
年
)
六
一
七
!
?
ハ
今
一
心
民
参
照
。
常
本
教
ね
は
、
ー
リ
法
府
が
あ
る
特
定
の
内

存
の
組
定
を
北
け
る
と
い
う
高
皮
の
若
然
性
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
に
沿
っ
た
介
小
型
補
充
僻
釈
を
認
め
る
余
地
が
あ
り
う
る
と
す
る

え
常
本
照
樹
「
回
日
新
法
の
性
差
別
と
そ
の
欽
治
小
刀
法
」
高
橋
和
之
他
編

『窓
法
判
例
百
選
I

「川市
3
版
亡

七
阿
白
川
(
有
斐
閣
・
二

0
0七
年
」

t
丘
一貝
松
井
・
前
掲
(
附
引
)
三
ヒ
八
一一
只
は
、
「
裁
川
所
に
は
、
そ
の
法
律
規
疋
を
合
愈
補
充
的
に
解
釈
し
て
条
文
上
明
記
き
れ
て
い
な
い

人
に
も
利
拾
を
拡
娠
す
る
か
、
そ
の
法
律
規
I

疋
が
連
芯
で
あ
る
こ
と
を
任
認
す
る
か
の
一
つ
の
選
択
肢
が
あ
る
。
裁
判
所
は
、
状
況
に
応
じ
て
、

い
ず
れ
の
選
択
肢
を
と
る
こ
と
も
許
き
れ
る
と
与
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
る
。

(
叫
)
こ
の
I
R
に
閲
す
る
カ
づ
ダ
に
お
け
る
議
論
に
つ
い
て
は
、
佐
々
本
雅
寿
一
カ
づ
ダ
小
曹
は
ー
の
救
済
方
法
(
一
!
四
)
」

『法
了
雑
誌
-
四
川
巻

一
号
一
口
八
民
、
川
凶
巻
一
一
号
三
七
一
頁
、
同
凶
巻
阿
号
力
三
五
頁
、
四
五
巻
一
・
四
り
凶
一
貝
(
九
九
八
年
一
九
九
九
年
)
参
岡
山
、
一

(
日
)
長
裁
判
官
の
補
足
吉
見
は
、
最
後
に
、
「
も
と
よ
り
、
阿
ム
ー
が
、
将
来
に
お
い
て
、
同
籍
法
一
条
一
項
を
念
訟
に
迎
合
す
る
方
法
で
改
荒
す

る
こ
と
は
、
そ
の
1
4
法
裁
量
に
叫
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
れ
ま
で
の
凶
は
、

『父
り
の
婚
姻
』
の
部
分
を
除
い
て
川
項
を
適
用
す
べ
き
で

あ
る
。
一
と
述
べ
る
。
ま
た
、
今
井
裁
判
官
の
袖
込
自
見
に
同
訓
す
る
近
藤
裁
判
官
の
柿
足
意
見
も
、
多
数
自
見
的
判
断
は
、
「
あ
く
ま
で
も
現

行
の
阿
籍
法
を
芯
法
に
通
行
す
る
よ
う
に
解
釈
し
た
結
来
な
の
で
あ
っ
て
、
凶
籍
法
を
改
丁
比
す
る
こ
と
に
よ
ワ
て
他
の
民
件
を
付
加
す
る
こ
と

が
憲
法
に
違
反
す
る
と
い
う
こ
と
を
起
休
す
る
も
の
で
は
な
い
。
立
法
政
策
上
の
判
断
に
ょ
っ
と
準
止
要
刊
に
代
わ
る
他
の
要
引
を
付
加
す
る

こ
と
は
、
ぞ
れ
が
愈
法
に
適
合
し
て
い
る
限
り
詐
さ
れ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
」
こ
と
を
強
調
す
る

(
孔
)
こ
の
よ
う
な
ゲ
イ
ナ
ミ
ソ
ク
な
関
係
を
カ
ナ
ダ
で
は
、
裁
判
所
と
六
法
府
の
「
対
話
」
と
呼
ぴ
、
違
憲
併
存
権
の
民
主
的
医
当
性
の
積
極
的

北法:i9UJ・196)2504 



根
拠
の
一
っ
と
考
え
る
じ
具
体
的
に
は
、
裁
判
所
の
違
憲
判
断
の
多
く
は
、
げ
法
門
的
で
は
な
く
げ
法

T
段
を
達
志
と
し
、
議
余
が
間
決
徒
に

対
泌
す
る
こ
と
が
で
き
る
余
地
を
与
え
、
議
会
は
違
窓
と
さ
れ
た

U
律
の
す
法

H
的
を
新
し
い
合
憲
的
な
手
段
で
達
成
で
き
る
よ
う
に
法
改
什

す
る
こ
と
が
で
き
、
裁
判
所
と
議
公
の
対
請
が
成
止
し
、
最
後
の
二
日
棄
は
多
く
の
場
合
裁
判
所
で
は
な
く
議
会
が
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い

う
議
ん
州
で
あ
る
(
位
々
木
雅
寿
「
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
裁
判
所
と
止
法
的
の
対

J
p
a法
学
雑
許
五
四
巻
一
号
五
頁
(
ひ
っ
七
年
)
、
日
木

康
一
「
カ
ナ
ダ
憲
法
干
に
お
け
る
『
対
話
』
珂

Ap
a専
修
法

F

了
論
集
』

一
口
一
り
五
一
頁
(
一

C
C
仁
引
)
参
照
)
。

〔刊記〕
本
格
は
、

0
0
八
年
六
月

え
た
も
の
で
あ
る
。

。
日
に
開
催
さ
れ
た
「
日
仏
国
際
ン
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
に
お
け
る
報
告
に
、

ι川
久
最
小
限
の
、
所
を
付
け
、
修
正
を
加

法の卜の平等と刑事規制に関する H仏比較
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